
令和６年度施策の動向について
（報酬改定等）

大分県障害福祉課
施設支援班



はじめに

• 報酬改定に伴う、変更届の受付は４月1９日（金）までです。

• 処遇改善加算の計画書(郵送)と福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付
金(電子申請)の提出期限は４月１５日（月）までです。

• 報酬改定の問合せは、電話での受け付けはしておりません。
質問は、大分県電子申請システムにより質問を受け付けます。

• 4月1日（月）から情報公表の義務化になります。
WAMNET(福祉・保健・医療の総合情報サイト)への登録を推奨します。

大分県のホームページ内
『令和６年度障がい福祉サービス等報酬改定について』

のサイトにて情報更新していきますので、ご確認ください。



法改正に伴う条例改正等の概要

(1)利用者の意思決定の支援を推進
事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう意思
決定支援することを義務化

(2)本人の希望、就労能力や適性等に合った就労選択を推進
障害者が福祉的就労や一般就労など就労先についてより良い選択ができるよう、就
労アセスメント（本人を就労能力や適性を客観的に評価すること）により、本人の希
望等に合った選択を支援する新たなサービス（就労選択支援）を創設

(3)共同生活援助（グループホーム）の支援内容の拡大
自立した日常生活への移行を促進するため、支援内容に、一人暮らし等を希望す
る者に対する支援や退去後の相談等が含まれる旨を明文化

(4)障害者支援施設入所者の地域移行の推進
地域移行支援を推進するため、地域移行意思確認等に関する指針の策定、地域
移行等意向確認担当者の選任を義務化

(5)障害児及び保護者の意思の尊重
事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害
児及び保護者の意思をできる限り尊重することを義務化

(6)地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進
障害の有無にかかわらず全ての児童が共に成長できるよう、児童発達支援、放課後
等デイサービス及び保育所等訪問支援において、地域社会への参加や包摂（インク
ルージョン、他の児童も含めた集団の中で育てる）の推進を努力義務化

(7)児童発達支援センターの類型の一元化
障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられる体制整備を促
進するため、類型を一元化
㈠ 福祉型・医療型の一元化
㈡ 福祉型の３類型（障害児、難聴児、重度心身障害児）の一元化

(8)入所施設障害児の地域移行の推進
早期からの計画的な移行支援を推進するため、１５歳以上の入所児童に対する移
行支援計画の作成を義務化

障害児支援に関する事項障害福祉サービスに関する事項

施行日︓ 令和６年４月１日 ただし、３（２）は令和7年10月予定、また、３（４）は令和8年3月31日まで、３（８）は令和9年3月31日まで努力義務

障害者総合支援法施行規則・児童福祉法施行規則の一部改正事項

(9)障害福祉サービス事業者・一般相談支援事業者の指定又は更新における市町村の意見申出
市町村は、市町村障害福祉計画との調整を図る見地から指定又は更新を行うに当たり条件を付することを求めることが可能

(10) 地域生活支援拠点等において対処し、又は備える事態
地域生活障害者等からの相談や支援するための体制の確保その他の必要な措置について関係機関との連携及び調整を行い、又はこれに併せて当該事態が生じたときにおけ
る宿泊場所の一時的な提供その他の必要な支援について市町村の努力義務化

(11) 一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用
通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由（休職から復職を図ろうとする等）の場合は、一時的に就労移行支援及び就労継続支援のサービス
を利用が可能。支給決定の有効期間は、１月間から６月間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な考え方
喫緊かつ重要な課題である人材確保対策について必要な処遇改善を行うとともに、障害者が希望する地域生活の実
現、多様なニーズに応える専門性・体制の評価、支援時間・内容を勘案したきめ細かい評価、アウトカムに基づく評価
等について、取り組んでいく必要がある。このため、以下の基本的な考え方に基づき、各サービスの報酬・基準について
の見直しを行う。
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生活介護を例として

※令和７年３月まで経過措置あり︕
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【コールセンター】
厚生労働省相談窓口
電話番号︓050－3733－0230
（受付時間︓9︓00〜18︓00（土日含む））

福祉・介護職員処遇改善加算等の問合せ先

処遇改善加算の計画書(郵送)の提出期限は
４月１５日（月）までです。



   

      

  

       

7詳細については、各市町村にお問合せください。
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